
医 療 法 人 等 の 所 得 算 定 方 法 が 変 わ り ま す
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山形県では、これまで、医療法人等の法人事業税の所得について、経費配分方式により

申告していただいておりましたが、納税者の皆様の申告事務の負担軽減等の観点から、  

下記のとおり改正を行いましたので、申告の際はご留意ください。 

 

 主な改正点      

 

 

 

 

 

 経 理 方 法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 算 方 式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提 出 書 類  

 

 

 

 

 

平成 26 年 4 月 1 日以後

開始する事業年度から 

① 新たに「所得配分方式」による算定方法及び様式を整備し、

原則、「所得配分方式」に移行。 

② ただし、下記の経理方法の「ＹＥＳ」に該当する場合に限り、

「経費配分方式」による申告も可能。 

③ 従来の経費配分方式の算定方法及び様式の整備。 

所得算定方法は、経理方法によって異なりますのでご注意ください。

 社会保険診療の収入及び経費の経理方法について、下記の①～④の全てに該

当しますか？ 

① 社会保険診療の収入金額を、その他の収入金額と明確に区分していること

② 社会保険診療の経費を、人件費及び減価償却費等その性格上、その他の

経費と明確に区分できないものを除き、明確に区分していること。 

③ 社会保険診療の収入金額及び経費について、帳簿書類を別に定め、これに

より決算を行っていること。 

④ 同一の経理方法により、継続して決算を行っていること。 

 
 

 

 

医療保健業に係る所得を社会保険

診療収入金額によりあん分して、

社会保険診療に係る所得を算定する

方法 

 
 

医療原価などで社会保険診療に係

る部分とその他の部分に区分するこ

とが困難な経費を社会保険診療収入

金額によりあん分して、社会保険診

療に係る所得を算定する方法 

なお、上記①～④に該当する場合で

あっても、事務負担の軽減等の観点か

ら所得配分方式による申告を行うこと

も可能です。 

ＹＥＳ ＮＯ 

医療法人等に係る所得金額の計算書

（所得配分方式）【第１号様式】 

医療法人等に係る所得金額の計算書

（経費配分方式）【第２号様式及び

付表】 

本件に関するお問合せ先 ： 山形県庁税政課 課税担当 ０２３－６３０－２０６８ 

なお、計算書の様式及び記載の手引きは、山形県ホームページからダウンロードが可能です。  

 

   

所 得 配 分 方 式 経 費 配 分 方 式

山 形 県 庁 税 政 課 検 索 


